
指定（介護予防）認知症対応型通所介護重要事項説明書 

＜令和 7年４月１日 現在＞ 

 

１． 当施設が提供するサービスについて相談窓口 

電 話：０７４８－５７－１０５８ （月～土 午前９時００分～午後５時００分） 

担 当：土井 亮佑  

 

 

２．開設者 

 名称・法人種別 ：社会福祉法人 美絆 

代表者職名・氏名：理事長 松尾 隆志 

 所  在  地 ：滋賀県近江八幡市鷹飼町１４８５番地６ 

 

３．当施設の概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

名 称 「木のおうち いっぷく家」 

所 在 地 滋賀県蒲生郡竜王町大字林１３４６番地 

介護保険指定番号 指定（介護予防）認知症対応型通所介護 

２５９１５００１３３ 

サービスを提供す

る 対 象 地 域 
竜王町 

 

（２）職員                        ［人］ 

 資    格 職 員 数 

管理者 介護福祉士・介護支援専門員  (１) 

生活相談員 社会福祉主事・介護福祉士 (２) 

機能訓練指導員 准看護師  （１） 

介護職員 介護福祉士 

ホームヘルパー２級終了者 

その他 

9(1) 

看護職員 准看護師   （１） 

 *（ ）内の人数は兼務 

  



 *職員配置については、法の定める配置基準を満たす範囲内で変動することがあります。  

 

（３）設備の概要 

定 員 １２名  相 談 室 １室  

食堂兼機能訓練室 １室  静 養 室 １室  

浴 室 一 般 浴 槽 送 迎 車 ４台 

 

 

 

 

（４）営業時間 

営業日 月～土 指定（介護予防）認知症対応

型通所介護サービス提供時間 

午前９時２０分～午後４時３

０分 

（祝日も営業） 

事業所開所時間 午前８時３０分～午後５時３

０分 

休業日 日曜日、１２月３０日～１月３日 

 ＜緊急連絡電話＞ ０７４８－５７－１０５８ 

 *その他、臨時に休業することがあります。この場合は事前にお知らせします。 

 

４．運営の方針 

  木のおうち いっぷく家は、家庭的な雰囲気に包まれ、少人数で一人ひとりの個性を大切

にし、住み慣れた地域で今までの暮らしができるように家族や、地域の方々との関わりを

大切にしながらあたたかいサービスを提供します。 

 

５．サービス内容 

（１）送迎   ご自宅と施設間を送迎いたします。片道のみのご利用も可能です。 

（２）食事   季節に合わせたメニューを提供いたします。 

（３）入浴   ご利用者様の状態に合わせて介助しながらご入浴いただきます。 

（４）機能訓練 （介護予防）認知症対応型通所介護計画に基づき、主として日常生活

を営むのに必要な機能の低下を予防します。 

（５）生活相談 日常生活の様々な悩みや、介護サービス等何でもご相談ください。 

（６）時間延長 ご利用者様およびご家族の突発的な事情等により、自己負担にてご利 



用いただけます。この場合の送迎は、基本的にご家族におこなってい

ただきますが、ご相談に応じます。 

（７）その他  地域住民との交流を深め、地域の方々から信頼される地域づくりを目

指します。 

 

６．料金 

（１）利用料金 

① デイサービス利用料 

 介護保険適用時の一日 

あたりの自己負担（1 割） 

介護保険適用時の一日 

あたりの自己負担（2 割） 

介護保険適用時の一日 

あたりの自己負担（3 割） 

要支援 1 876 円 1,752 円 2,628 円 

要支援２ 978 円 1,956 円 2,934 円 

要介護１ 1,011 円 2,022 円 3,033 円 

要介護２ 1,121 円 2,242 円 3,363 円 

要介護３ 1,231 円 2,462 円 3,693 円 

要介護４ 1,342 円 2,684 円 4,026 円 

要介護５ 1,452 円 2,904 円 4,356 円 

＊竜王町＝7 級地、1 単位＝10,17 円で算定。単位数に 10,17 円を乗じた金額が利用料金にな

ります。今後も、国等の動向により若干の変更が考えられます。 

＊厚生労働省の単価改正の都度、変更となりますのでご了承ください。 

 

  ②入浴加算Ⅰ 

１回あたり４１円（１割）、８２円（２割）、１２３円（３割） 

③若年性認知症利用者受入加算 

１日あたり６１円（１割）、１２２円（２割）、１８３円（３割） 

  ④送迎減算（片道１回につき） 

－４８円（１割）、－９６円（２割）、－１４４円（３割） 

  ⑤業務継続計画未実施減算 

所定単位数の 1.0％を減算 

  ⑥高齢者虐待防止措置未実施減算 

所定単位数の 1.0％を減算 

  ⑦サービス体制強化加算Ⅱ 

１日あたり 19円（１割）、38 円（２割）、57 円（３割） 



⑧介護職員処遇改善加算Ⅱ 

基本サービス費各種加算減算を加えた１か月あたりの総単位数に 17.4％を乗じた単位数 

⑨食費 

１食あたり 700 円（全額自己負担/昼食・おやつにかかる食材料費・調理費相当） 

⑩時間延長料  

１日あたり８時間を超えてご利用の場合は、下記の料金をいただきます。 

  時間延長 1時間当たりの料金（最長 2 時間まで） 

要支援１ 要支援２ 要介護 1 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1,070円 1,195 円 1,236円 1,371 円 1,505円 1,640円 1,775 円 

 

＊ その他上記のほか、おむつ代、床ずれなどの処置や、レクリエーションにかかる費用は

自己負担となります。 

 （２）キャンセル料 

ご利用者様の都合でサービスの利用を中止する場合は、ご利用日までに連絡をして

ください。キャンセル料はありません。 

＊ ご連絡は、月～土の午前９時～午後５時まで受け付けます。 

（３）支払方法 

    毎月、１５日頃までに前月分の請求をいたしますので、お支払いください。お支払

いの方法は指定口座からの自動振替です。 

自動振替日は利用日翌月の２７日です。振替日の変更がある場合は、事前にお知ら

せします。振替手数料については、原則当施設の負担になりますが、振替日に振替が

できなかった場合には、ご利用者様の負担となります。また、領収書の発行は、記帳

をもってかえさせていただきます。 

 

７．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

お電話等でお申し込みください。職員がお伺いいたします。指定（介護予防）通所

介護利用契約を結んだ後、（介護予防）通所介護計画を作成し、サービスの提供を開始

します。 

   （注）居宅サービス計画を、居宅介護支援事業所に作成依頼している場合は、介護支            

援専門員とご相談ください。 

（２）サービスの終了 

① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 



サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

● ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

● ご利用者様がお亡くなりになった場合 

● 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該

当（自立）と認定された場合 

（３）解約によるサービスの終了 

① 以下の場合は、ご利用者様は文書で解約を通知することによってただちにサービ

スを終了することができます。 

● 事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

● 事業所が守秘義務に反した場合 

● 事業所がご利用者様やそのご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を

行った場合 

● 事業所が事業を継続できなくなった場合 

② 以下の場合は、当事業所は文書で解約を通知することによってただちにサービス

を終了させていただく場合があります。 

● ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払

うよう催促したにもかかわらず、１０日以内に支払われない場合 

● ご利用者様が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合 

● ご利用者様が入院、もしくは病気により、２ヶ月以上にわたって、サービス

が利用できない状態であることが明らかになった場合 

● ご利用者様またはそのご家族が事業者やサービス事業者または他のご利用

者様に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合 

 

８．サービス利用にあたっての留意事項 

① 送迎時間の連絡 

天候や道路事情等により送迎時間が大きく変わるときは、電話等で連絡をしま

す。 

② 体調確認 



異常がある場合はお迎えに行った際にお知らせください。 

また、お迎え時に、職員がご利用者様およびそのご家族に確認し、体調不良な

どの理由で利用不可と判断した場合は、その日のご利用をお断りすることがあり

ます。 

③ サービスの中止・変更 

利用日の前日午後５時までに連絡をしてください。（受付時間：営業日の午前

９時～午後５時）緊急の場合は、速やかにご連絡ください。 

また、ご利用当日の健康チェック時または体調不良（血圧が高い、発熱等）の

理由で、入浴等に問題があると判断した場合は、サービスの中止・変更を行いま

す。体調不良が著しい場合は、ご家族に連絡のうえ、サービスを中止します。 

④ 食事のキャンセル 

利用日の前日午後５時までに連絡をしてください。（受付時間：営業日の午前

９時～午後５時）緊急の場合は、当日の送迎時にお知らせください。 

⑤ 利用時間の変更 

ご利用者様の都合等により、通常の利用時間を変更される場合は、利用日前日

の午後５時３０分までに連絡をお願いします。（受付時間：営業日の午前

９時～午後５時）緊急やむを得ない場合は、速やかに連絡をお願いします。 

 突発的な事情等がある場合は、利用時間を延長してご利用いただけます。延長

利用料については、別表に定めるとおりとします。 

 時間変更された場合の送迎は、基本的にはご家族におこなっていただきますが、

ご相談に応じます。 

⑥ 感染症・医療依存者への対応について 

疥癬・ＭＲＳＡ・Ｂ・Ｃ型肝炎抗原（+）等の感染症が考えられる方、また、

インシュリン等の医療行為が必要な方につきましては、ご相談させていただきま

す。 

なお、感染症や医師の指示があった場合は、必ずご連絡ください。 

⑦ 付き添いの方について 

ご家族の方が付き添いをされ昼食を召し上がられる場合は、昼食代 700 円をい

ただきます。なお、付き添いの方の入浴はできません。 

⑧ その他 

● 金品および時計等、貴重品はご持参いただかないようにお願いいたします。

万一、紛失されましてもその責任は負いかねます。 

● 衣類など、持ち物には必ず消えないように名前を記入しておいてください。 



 

９．緊急時の対応方法  

サービス提供中に健康状態が急変した場合は、ご家族または緊急連絡先に連絡するととも

に主治医に連絡を取るなどの必要な措置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応 

   サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者のご家族、利用者にかか

る居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な処置を講じます。 

   また、サービスの提供または、送迎により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償をすみやかに行います。 

 

１１．非常時災害対策 

（１）災害時の対応および防災訓練：防火管理規定に定めた訓練を実施します。 

（２）防火責任者：管理者 西村 香 

（３）サービス内容に関する苦情 

１２．サービスの第三者評価の実施状況について 

  実施の有無 なし 

１３．サービス内容に関する苦情 

（１）当事業所ご利用相談、苦情 

      電 話：０７４８－５７－１０５８ 

（月～土 午前９時００分～午後５時００分） 

ＦＡＸ：０７４８－５７－１０５８ 

      担 当：土井 亮佑 

（２）その他 

当事業所以外に、各市町の相談苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

竜王町福祉課 高齢者福祉係                 滋賀県蒲生郡竜王町小口３ 

TEL  ０７４８－５８－３７０５ 

滋賀県国民健康保険団体連合会 滋賀県大津市中央４丁目５番９号 

TEL ０７７－５２２－００６５ 

あんしん・なっとく委員会 

 （滋賀県運営適正化委員会） 

滋賀県草津市笠山７丁目８番１３８号 

TEL ０７７－５６７－４１０７ 

 

 



令和  年  月  日 

 

利用者に対して本書面に基づいて指定（介護予防）認知症対応型通所介護の重要な事項

を説明しました。 

  

 事業者   滋賀県近江八幡市鷹飼町１４８５番地６ 

         社会福祉法人 美絆 

       理事長  松尾 隆志    

 

説明者   木のおうち いっぷく家 

                        

 

私は、本書面により事業者から指定（介護予防）認知症対応型通所介護についての重要

事項の説明を受け、了承しました。 

 

本 人   住   所 竜王町                    

 

氏   名                  印     

 

（代理人）   住   所                        

 

        氏   名             印 （続柄）     

 


